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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　顔面に転動して接触自在な筒状のローラを、その先端部を閉塞して開放した後端部を把
手部の先端部に設けた軸受に嵌入して回転可能に装着し、棒状の電気ヒータの加熱部を上
記ローラの内側にローラの中心軸線にそってローラのまわりとの間に間隙を設けて把手部
の先端部から突き出すとともに、
　上記ローラを電気ヒータの加熱部のまわりに回転自在として所定の温度に加熱可能に把
手部に配設したことを特徴とする美顔用ローラ器具。
【請求項２】
　細棒状のセラミックヒータの加熱部のまわりに筒状の熱伝導性の保護筒を上記加熱部と
の間に間隔を設けて装着した請求項１に記載の健康用ローラ器具。
【請求項３】
　細棒状のセラミックヒータの加熱部のまわりに金網またはパンチ開孔の筒状の熱伝導性
の保護筒を上記加熱部との間に間隔を設けて装着した請求項１または２に記載の健康用ロ
ーラ器具。
【請求項４】
　ローラを耐熱性樹脂材で一体的に成形した請求項１ないし３のいずれかに記載の美顔用
ローラ器具。
【請求項５】
　ローラの断面を６角面ないし１０角面の多角面に形成した請求項１ないし４のいずれか
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に記載の美顔用ローラ器具。
【請求項６】
　ローラの外周面にゲルマニュウムの突起部を配設、または外周面にチタンの粒子を配設
、若しくはチタンのローラとした請求項１ないし５のいずれかに記載の美顔用ローラ器具
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、美容、健康分野における美顔用ローラ器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　最近、ゲルマニュウムやチタンのボールや粒を取り付けたローラを顔面に転動して、顔
面をマッサージや刺激をして血行を促進する健康器具が市販されたり、特開２００５－２
４５８２６号公報や実用新案登録第３１０９８９６号公報等のように提案されている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　これらは、ローラを顔面等の皮膚面に転動して皮膚面をマッサージ効果や刺激効果およ
び血行促進効果を生じるものの、夏場等の暑い時期にはさほど違和感を生じないものの、
冬場等の寒い時期には顔面に冷たく接触してかなりの違和感を生じて使用に抵抗感が生じ
る。また、ゲルマニュウムやチタンによる効果を奏するものの、常温なので効果が乏しく
、より効果を発揮することが課題であった。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明は、上記のような点に鑑みたもので、上記の課題を解決するために、特許請求の
範囲の請求項１のように、顔面に転動して接触自在な筒状のローラを、その先端部を閉塞
して開放した後端部を把手部の先端部に設けた軸受に嵌入して回転可能に装着し、棒状の
電気ヒータの加熱部を上記ローラの内側にローラの中心軸線にそってローラのまわりとの
間に間隙を設けて把手部の先端部から突き出すとともに、上記ローラを電気ヒータの加熱
部のまわりに回転自在として所定の温度に加熱可能に把手部に配設したことを特徴とする
美顔用ローラ器具を提供するにある。
【０００５】
　また、請求項２のように、細棒状のセラミックヒータの加熱部のまわりに筒状の熱伝導
性の保護筒を上記加熱部との間に間隔を設けて装着した美顔用ローラ器具を提供するにあ
る。
【０００６】
　また、請求項３のように、細棒状のセラミックヒータの加熱部のまわりに金網またはパ
ンチ開孔の筒状の熱伝導性の保護筒を上記加熱部との間に間隔を設けて装着した健康用ロ
ーラ器具を提供するにある。
【０００７】
　また、請求項４のように、ローラを耐熱性樹脂材で一体的に成形した美顔用ローラ器具
を提供するにある。
【０００８】
　また、請求項５のように、ローラの断面を６角面ないし１０角面の多角面に形成した美
顔用ローラ器具を提供するにある。
【０００９】
　さらに、請求項６のように、ローラの外周面にゲルマニュウムの突起部を配設、または
外周面にチタンの粒子を配設、若しくはチタンのローラとしたことを特徴とする美顔用ロ
ーラ器具を提供するにある。
【発明の効果】
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【００１０】
　本発明の美顔用ローラ器具は、特許請求の範囲の請求項１のように、顔面に転動して接
触自在な筒状のローラを、その先端部を閉塞して開放した後端部を把手部の先端部に設け
た軸受に嵌入して回転可能に装着し、棒状の電気ヒータの加熱部を上記ローラの内側にロ
ーラの中心軸線にそってローラのまわりとの間に間隙を設けて把手部の先端部から突き出
すとともに、上記ローラを電気ヒータの加熱部のまわりに回転自在として所定の温度に加
熱可能に把手部に配設したことによって、把手部をもってローラを顔面の皮膚面を転動し
てマッサージをしたり、刺激を与えられるとともに、先端部を閉塞したローラに内装した
加熱部でローラの先端部から熱が放出されることなく、間隙部を介して均一状にローラを
加熱できて、顔面の皮膚面を温熱で行うことができる。そのため、寒冷期等であっても、
違和感なく、気持ち良く顔面等の皮膚面をマッサージをしたり、刺激を与えられる。
【００１１】
　また、請求項２のように、細棒状のセラミックヒータの加熱部のまわりに筒状の熱伝導
性の保護筒を上記加熱部との間に間隔を設けて装着したことによって、細棒状のセラック
ヒータの加熱部を保護できるとともに、筒状の熱伝導性の保護筒によってローラに均一に
熱伝達することができて均一に温熱するようにでき、上記のように顔面の皮膚面を温熱で
行うことができ、寒冷期等であっても、違和感なく、気持ち良く顔面等の皮膚面をマッサ
ージをしたり、刺激を与えられる。
【００１２】
　また、請求項３のように、細棒状のセラミックヒータの加熱部のまわりに金網またはパ
ンチ開孔の筒状の熱伝導性の保護筒を上記加熱部との間に間隔を設けて装着したことによ
って、細棒状のセラックヒータの加熱部を保護できるとともに、金網またはパンチ開孔の
筒状の熱伝導性の保護筒によって、ローラに均一に熱伝達することができて均一に温熱す
るようにできる。
【００１３】
　さらに、請求項４のように、ローラを耐熱性樹脂材で一体的に成形したことによって、
ローラを大量生産することが容易となり、装置の価格を低減できて、上記のように作用効
果を奏するようにできる。なお、耐熱性樹脂材にホルミシスイオンを放射する希土類元素
の粉粒材を練り込んでローラを形成し、ホルミシスイオンの放射作用で身体の生理的活性
がはかれ、健康増進がはかれるようにできるとともに、特に温熱であることで温泉と同様
にホルミシス効果を格段に増進するようにできる。
【００１４】
　また、請求項５のように、ローラの断面を６角面ないし１０角面の多角面に形成したこ
とによって、上記のように温加熱できる。
【００１５】
　さらに、請求項６のように、ローラの外周面にゲルマニュウムの突起部を配設、または
外周面にチタンの粒子を配設、若しくはチタンのローラとしたことによって、ゲルマニュ
ウム効果、チタン効果の相乗効果をはかることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の一実施例の側断面図、
【図２】同上のローラ装着部の断面図、
【図３】同上のローラ部の正面図、
【図４】同上の他の実施例のローラ部の正面図、
【図５】同上のさらに他の実施例の側断面図、
【図６】同上のさらに他の実施例のローラ部の側面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の美顔用ローラ器具は、顔面に転動して接触自在な筒状のローラを、その先端部
を閉塞して開放した後端部を把手部の先端部に設けた軸受に嵌入して回転可能に装着し、
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棒状の電気ヒータの加熱部を上記ローラの内側にローラの中心軸線にそってローラのまわ
りとの間に間隙を設けて把手部の先端部から突き出すとともに、上記ローラを電気ヒータ
の加熱部のまわりに回転自在として所定の温度に加熱可能に把手部に配設したことを特徴
としている。
【００１８】
　美顔用ローラ器具１は、図１のように把手部２の先端部である一端部に筒状のローラ３
を軸受部４に嵌合して装着していて、把手部２をもって顔面の皮膚面にローラ３を転動可
能に形成している。
【００１９】
　把手部２は、軽量のアルミニゥム等の軽金属材や耐熱性の合成樹脂材で形成でき、その
先端側である一端部に図１のように細棒状のセラミックヒータやシーズヒータの電気ヒー
タの加熱部５を前方へ突き出してその後部を断熱材６等を介して装着し、美顔用ローラ器
具１の後端部にＤＣ電源の電源コード７を挿入してスイッチ８で入切可能に、かつサーモ
スタット等の温度制御器９やタイマー等を介して加熱部５を４０～６０℃の温度に加熱可
能に電気接続している。必要により、図１のように充電可能の電池１０を内装し、携帯し
て電池の加熱部５で加熱するようにもできる。
【００２０】
　このように形成した把手部２の先端部には、図１、図２のように所要径の軸受部４を上
記した断熱材６等に装着して配設し、この軸受部４の外周部にローラ３の筒状の後端部を
嵌入してローラ３の中心軸にそってローラ３との間に間隙を設けて電気ヒータの加熱部５
のまわりにローラ３を回転自在としている。軸受部４の外径は、ローラ３の筒状の後端部
の内径に嵌合するもので、固定または着脱可能な寸法割合とすることができる。
【００２１】
　ローラ３は、軽量のアルミニゥム等の軽金属材や耐熱性の合成樹脂材で図１のように先
端部を閉塞して後端部が開口した筒状に形成していて、その外周面に図１～図３のように
ホルミシスイオンを放射する希土類元素を含有する凸部１１を有するシート１２を被覆し
、ホルミシスイオンの放射作用で身体の生理的活性がはかれ、健康増進がはかれるととも
に、シート１２の凸部１１によって経穴押圧効果を奏するようにすることか好ましい。特
に、温熱であることで、温泉と同様にホルミシス効果を格段に増大することができる。
【００２２】
　上記把手部２は、握りやすい１０～２０ｍｍ径、好ましくは１０～１５ｍｍ径、長さは
８０～１２０ｍｍ、好ましくは５０～１００ｍｍ、ローラ３は把手部２とほぼ同径または
やや太い径で、長さは５０～１００ｍｍ、好ましくは５０～８０ｍｍとすることができる
。
【００２３】
　ローラ３は、把手部２に固着または着脱可能に装着でき、ホルミシスイオンを放射する
希土類元素を含有するシート１２を被覆したローラ（上記のように凸部１１を備えること
もできる）、ホルミシスイオンを放射する希土類元素を含有する粉粒材を耐熱性樹脂材に
練り込んだローラ、また図４のように外周面にゲルマニュウムの突起部１３を配設したロ
ーラ、さらに外周面にチタンの粒子を配設したローラまたはチタンのローラ、さらに枇杷
葉や桑葉のもぐさで形成したシートを被覆したローラ等のいずれかを装着または交換可能
に形成することが好ましく、身体の状況によってこれらのいずれか、または複数を選択し
て、ホルミシス効果、ゲルマニュウム効果、チタン効果、枇杷葉や桑葉のもぐさ効果等の
相乗効果をはかるようにできる。特に、温熱であることで、上記の効果を格段に増大する
ことができる。
【００２４】
　また、図５のように把手部２に突き出した細棒状のセラミックヒータの加熱部５のまわ
りに筒状の熱伝導性の保護筒１４を加熱部５との間に間隙を設けて装着し、細棒状のセラ
ミックヒータの加熱部５を保護するようにすることが好ましい。また、筒状の熱伝導性の
保護筒１４によってローラ３に均一に熱伝達することができ、均一に温熱するようにでき
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る。保護筒１４は、良熱伝導性で、軽量のアルミニゥム等の軽金属材や銅材で、薄い筒、
金網の筒、パンチ開孔の筒等とすることができる。
【００２５】
　なお、上記では、ローラ３を円筒状のものとしたが、図６のように６角形や８角形、１
０角形等の多角形状の筒状体とするなど、上記した本発明の趣旨にもとづいて適宜の実施
態様を採択することができる。
【実施例】
【００２６】
　図１～図３は、本発明の一実施例を示すものである。美顔用ローラ器具１は、図１のよ
うに把手部２の先端部である一端部に先端部を閉塞した筒状のローラ３の開放した後端部
を軸受部４に嵌装して装着し、把手部２をもって顔面の皮膚面にローラ３を転動可能に形
成している。
【００２７】
　把手部２は、軽量のアルミニゥム材で、１５ｍｍ径、長さを１００ｍｍの筒状体とし、
その先端側に図１のように細棒状の５０ｍｍ長さのセラミックヒータの加熱部５をローラ
３の中心軸にそってローラ３との間に間隙を設けてローラ３の後部をセラミックスの断熱
材６を介して中心軸部に装着し、電気ヒータの加熱部５のまわりにローラ３を回転可能と
している。そして、美顔用ローラ器具１の後端部にＤＣ電源の電源コード７を挿入してス
イッチ８で入切可能に、かつサーモスタットの温度制御器９を介して加熱部５を４２～５
０℃の温度に加熱可能に電気接続し、電池１０を内装して充電可能にヒータ５を電源を切
ったときでも加熱できるようにしている。
【００２８】
　ローラ３は、軽量のアルミニゥム材とし、把手部２とほぼ同径で、長さは８０ｍｍとし
、その外周面に図１～図３のようにホルミシスイオンを放射する希土類元素を含有する凸
部１１を設けたシート１２で被覆している。
【００２９】
　上記美顔用ローラ器具１に電源を接続して電源コード７を介してＤＣ電源を供給し、ス
イッチ８を入れると、細棒状のセラミックヒータの加熱部５でローラ３を４２～５０℃の
温度に加熱し、把手部２をもって顔面を転動すると、ローラ３がセラミックヒータの加熱
部５のまわりを回転して均一状に加熱され、顔面を温熱でマッサージしたり、刺激を与え
られ、違和感なく、気持ち良く顔面をマッサージをしたり、刺激を与えられ、リンパの働
きをよくし、血行促進をはかれる。必要により、その他の皮膚にも使用できる。
【００３０】
　特に、ローラ３にホルミシスイオンを放射する希土類元素を含有する凸部１１を有する
シート１２を被覆することによって、ホルミシスイオンの放射作用で身体の生理的活性が
はかれ、健康増進がはかれるとともに、シート１２の凸部１１によって経穴押圧効果を奏
するようにできる。特に、温熱であることで、温泉と同様にホルミシス効果を格段に増進
することができる。
【００３１】
　また、ローラ３は、ホルミシスイオンを放射する希土類元素を含有する粉粒材を耐熱性
樹脂材に練り込んで形成することができ、ローラ３の大量生産することが容易となり、装
置の価格を低減できて、上記のように作用効果を奏するようにできる。
【００３２】
　さらに、ローラ３は、上記のようにホルミシスイオンを放射する希土類元素を含有する
シート１２を被覆したローラ、ホルミシスイオンを放射する希土類元素を耐熱性樹脂材に
練り込んだローラ、また図４のように外周面にゲルマニュウムの突起部１３を配設したロ
ーラ、さらに外周面にチタンの粒子を配設したローラやチタンのローラ、さらに枇杷葉や
桑葉のもぐさで形成した含浸シートを被覆したローラ等を交換可能に形成することが好ま
しく、身体の状況によってこれらのいずれか、または複数を選択して装着し、温熱による
格別のホルミシス効果、ゲルマニュウム効果、チタン効果、枇杷葉もぐさ効果等の相乗効
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【００３３】
　図５は、本発明の他の実施例を示すもので、把手部２に細棒状のセラミックヒータの加
熱部５を突き出して配設するとともに、この細棒状のセラミックヒータの加熱部５のまわ
りにパンチ開孔の筒状の熱伝導性のアルミニゥムの保護筒１４を間隙をあけて設けたもの
である。本実施例では、細棒状のセラミックヒータの加熱部５を保護筒１４によって保護
できるとともに、筒状の熱伝導性の保護筒１４によってローラ３に均一に熱伝達すること
ができ、均一に温熱することができる。
【００３４】
　上記では、顔面のマッサージや刺激について説明したが、手、脚、足、頭、首、耳、そ
の他の身体の他の部分の皮膚面についても、利用することができ、また必要により把手部
を所要の角度に折曲するようにもできる。
【産業上の利用可能性】
【００３５】
　本発明は、美容、健康分野における特に顔面、必要により、手、足等の身体の皮膚面の
マッサージや刺激および血行促進用に利用することができる。
【符号の説明】
【００３６】
　１…美顔用ローラ器具　　２…把手部　　　３…ローラ　　５…加熱部　　１１…凸部
１２…シート　　　　　　１３…突起部　　１４…保護筒
【先行技術文献】
【特許文献】
【００３７】
【特許文献１】特開２００５－２４５８２６号公報
【特許文献２】実用新案登録第３１０９８９６号公報
【要約】　　　（修正有）
【課題】美容における顔面等のマッサージや刺激および血行促進をはかるのに良好な美顔
用ローラ器具を提供する。
【解決手段】把手部２の一端部に回転して顔面に接触自在の筒状のローラ３を装着すると
ともに、ローラ３に加熱部５を内装している。ローラ３にホルミシスイオンを放射する希
土類元素を含有する凸部１１を有するシート１２を被覆することが好ましく、またホルミ
シスイオンを放射する希土類元素を耐熱性樹脂材に練り込んでローラ３を形成することも
できる。
【選択図】図１
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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